
（第三種郵便物認可）２０２２年１２月１５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（３）

医療現場における暴力・ハラスメント対策
教材コンテンツ一覧

【総論】
１ ．患者等による暴言、暴力等
の迷惑行為とその対策に係る
基礎知識（１）
２ ．患者等による暴言、暴力等
の迷惑行為とその対策に係る
基礎知識（２）
３ ．日頃の備え
４ ．発生時の対応
５ ．発生後の対応
６ ．応召義務
７．使用者の安全配慮義務

【各論】
８ ．暴行・傷害
９ ．脅迫・強要
10 ．業務妨害・不退去
11 ．器物損壊・建造物損壊、
名誉棄損・侮辱

12 ．わいせつ・ストーカー

厚生労働省HP「医療従事者の勤務環境の改善について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/

協会行事案内参加ご希望の方は、必ず事前にお申し込み下
さい。Ｍ＆Ｄホールは保険医会館東隣りです。

お申し込みは右のQRコードから
協会行事予定の「お申込み」へ

日
時　

２
０
２
３
年
１
月
28
日
（
土
）
18
時
45
分
〜
20
時

会
場　

 

保
険
医
会
館

講
師　

社
保
研
究
部
講
師
団

会
費　

千
円　
　

定
員　

30
人

持
参
物 

『
カ
ル
テ
記
載
を
中
心
と
し
た
指
導
対
策
テ
キ
ス
ト

２
０
２
１
年
２
月
版
』

※
同
日
開
催
「
歯
初
診
の
施
設
基
準
に
係
る
研
修
会
」
も
併

せ
て
受
講
可

新
規
個
別
指
導
対
策
講
習
会

【
会
員
限
定
】

日
時　

12
月
24
日
（
土
）
15
時
〜
17
時

会
場　

Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
（
保
険
医
会
館
東
隣
り
）

講
師　

 

桂
好
志
郎
氏
（
協
会
顧
問
社
労
士
、『
医
院
経
営
と

雇
用
管
理
』
監
修
）　
　

定
員　

80
人

会
費　

会
員
・
ス
タ
ッ
フ
無
料
、
未
入
会
者
１
万
円

※
『
医
院
経
営
と
雇
用
管
理
２
０
２
２
年
改
訂
版
』（
12
／

15
付
に
同
封
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

事
業
主
必
見
‼

採
用
か
ら
退
職
ま
で
が
分
か
る
学
習
会

『
医
院
経
営
と
雇
用
管
理
２
０
２
２
年
改
訂
版
』
刊
行
記
念
学
習
会

日
時　

２
月
12
日
（
日
）
10
時
〜
13
時

会
場　

Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
（
保
険
医
会
館
東
隣
り
）

講
師　

 

牧
草
一
人
氏
（
牧
草
歯
科
医
院
院
長
）

会
費　

３
千
円
、
未
入
会
者
１
万
円　
　

定
員　

80
人

「
基
礎
」と「
臨
床
」が
つ
な
が
る
歯
周
解
剖

 

―
歯
周
病
専
門
医
が
語
る
〝
目
か
ら
ウ
ロ
コ
〞
の
ペ
リ
オ
＆
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
―

２
月
度
生
涯
研
修

　

歯
周
治
療
に
お
い
て
、
歯

周
基
本
治
療
の
果
た
す
役
割

は
重
要
で
あ
り
、
基
本
的
な

原
因
除
去
治
療
で
あ
る
。
し

か
し
、
中
等
度
か
ら
重
度
の

歯
周
炎
で
は
歯
周
基
本
治
療

後
に
も
深
い
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト

が
残
存
す
る
こ
と
も
多
く
、

歯
周
外
科
手
術
が
必
要
と
な

る
症
例
も
少
な
く
な
い
。

　

外
科
処
置
は
、
患
者
へ
の

説
明
が
行
わ
れ
同
意
が
得
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
術
者
が
十

分
な
技
術
訓
練
を
受
け
て
必

要
な
医
学
知
識
と
外
科
手
技

を
習
得
し
て
い
る
こ
と
、
歯

科
衛
生
士
が
周
術
期
管
理
に

精
通
し
て
い
る
こ
と
等
、
超

え
ね
ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
ル

が
多
く
存
在
す
る
。
中
で
も

「
解
剖
学
的
知
識
」
の
習
得

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
歯
学
部
生
に

「
一
番
苦
手
な
科
目
は
何

か
？
」
と
問
う
と
、
最
も
多

い
の
は
解
剖
学
で
あ
る
。
一

方
で
、
卒
後
の
歯
科
医
師
、

に
「
今
、
も
う
一
度
聞
け
る
な

ら
ど
の
科
目
を
選
ぶ
か
？
」

と
問
う
と
、
こ
れ
ま
た
解
剖

学
で
あ
る
。
臨
床
を
経
験
し

な
い
者
に
と
っ
て
基
礎
医
学

は
た
だ
の
「
暗
記
も
の
」
で

し
か
な
い
の
だ
が
臨
床
に
出

て
み
て
ふ
と
気
が
つ
く
。
今

か
ら
思
え
ば
解
剖
学
的
知
識

は
臨
床
に
お
い
て
非
常
に
重

要
な
情
報
だ
っ
た
と
。

　

「
解
剖
学
的
知
識
」
と
は

い
わ
ば
「
地
図
」
で
あ
り
、

「
臨
床
的
基
本
手
技
」
と
は

技
術
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
不

確
か
で
あ
れ
ば
、
ま
る
で

「
不
正
確
な
海
図
を
片
手
に
、

不
慣
れ
な
ク
ル
ー
を
伴
っ
て

航
海
に
出
る
よ
う
な
こ
と
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
講

演
で
は
歯
周
外
科
に
必
要
な

「
歯
周
組
織
の
解
剖
学
的
知

識
」
と
実
際
の
歯
周
外
科
で

必
要
な
「
臨
床
的
基
本
手

技
」
の
両
者
を
関
連
づ
け
な

が
ら
、
歯
周
外
科
治
療
を
成

功
に
導
く
た
め
の
キ
ー
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

※ 

詳
細
は
下
記
「
協
会
行
事

案
内
」
参
照

無料相談

税
務　

１
月
18
日
（
水
）
14
時
〜
17
時

雇
用　

１
月
19
日
（
木
）
14
時
〜
16
時

法
律　

２
月
６
日
（
月
）
14
時
〜
16
時

※ 

会
場
は
保
険
医
会
館
。
１
週
間
前
ま
で
に
要
申
し
込
み

【会員限定】施設基準研修会
歯初診の施設基準に
係る研修会　　　　

か強診・歯援診・外来
環・歯初診の施設基準
に係る研修会　　　　

▷１月28日（土）

　18：00～18：30

▷２月18日（土）

　18：00～18：30

▷３月25日（土）

　18：30～19：00

会場　Ｍ＆Ｄホール

講師　社保研究部講師団

会費　１千円

定員　各80人

持 ち物　『絵で見る色で

わかる歯科の院内感染

防止対策』

▷１月15日（日）

　10：00～16：30

会場　Ｍ＆Ｄホール

　　　保険医会館

講 師　大西祐一氏（大阪

歯科大学口腔外科学第

二講座准教授）、高橋

一也氏（大阪歯科大学

高齢者歯科学講座教授）

会費　５千円

定員　130人

※ 両研修会とも遅刻・早退時は修了証を発行できません

関
西
医
科
大
学
看
護
学
部
精
神
看
護
学
領
域
教
授　

三
木
明
子
氏

診
療
は
拒
否
で
き
る
の
か

第５回

費
不
払
い
」
を
挙
げ
、「
過

去
の
診
療
費
不
払
い
は
拒
否

す
べ
き
で
は
な
い
と
解
さ
れ

て
い
る
が
、
支
払
い
能
力
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
常
習

的
に
不
払
い
を
重
ね
る
患
者

に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
が
な

い
限
り
診
療
拒
否
が
許
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
。
暴
言
や
暴

力
的
行
為
を
繰
り
返
す
な
ど

受
療
態
度
が
悪
い
患
者
に
つ

い
て
も
『
正
当
な
事
由
』
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
医

師
と
患
者
の
信
頼
関
係
を
損

な
う
行
動
が
患
者
側
に
み
ら

れ
る
場
合
に
ま
で
、
医
師
に

診
療
義
務
を
課
す
の
は
行
き

過
ぎ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

と
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

患
者
か
ら
暴
言
や
暴
力
等
の

迷
惑
行
為
を
受
け
た
場
合
、

患
者
に
対
し
て
診
療
を
断
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

信
頼
関
係
の
喪
失

信
頼
関
係
の
喪
失

　

応
召
義
務
は
、
歯
科
医
師

法
19
条
１
項
で
「
診
療
に
従

事
す
る
歯
科
医
師
は
、
診
察

治
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
正
当
な
事
由
が
な
け

れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な

ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
医
政
局
長

通
知
で
は
、
応
召
義
務
を
は

じ
め
と
し
た
診
察
治
療
の
求

め
に
対
す
る
適
切
な
対
応
の

在
り
方
等
に
お
い
て
、
患
者

を
診
療
し
な
い
こ
と
が
正
当

化
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
整

理
し
た
。
そ
こ
で
は
診
療
・

療
養
等
に
お
い
て
生
じ
た

「
患
者
の
迷
惑
行
為
」
に
お

い
て
、
診
療
の
基
礎
と
な
る

信
頼
関
係
が
喪
失
し
て
い
る

場
合
（
診
療
内
容
と
関
係
の

な
い
ク
レ
ー
ム
等
を
繰
り
返

し
続
け
る
等
）
に
は
、
新
た

な
診
療
を
行
わ
な
い
こ
と
が

正
当
化
さ
れ
る
と
し
た
。

判
断
過
程
を
記
録

判
断
過
程
を
記
録

　

医
師
の
職
業
倫
理
指
針

（
２
０
１
６
）
で
は
、
診
療

拒
否
の
正
当
な
事
由
に
当
た

る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
事

例
と
し
て
、「
過
去
の
診
療

患
者
か
ら
損
害
賠
償
請
求
訴

訟
を
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
暴
言
や
暴
力
等

の
具
体
的
な
内
容
、
診
療
を

断
る
ま
で
の
判
断
の
過
程
を

記
録
に
残
す
こ
と
を
お
勧
め

す
る
。

学
ん
で
み
よ
う
！

学
ん
で
み
よ
う
！

　

筆
者
も
委
員
を
務
め
た

「
医
療
現
場
に
お
け
る
暴
力

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
教
材

製
作
編
集
委
員
会
」
で
は
、

医
療
従
事
者
が
患
者
や
そ
の

家
族
か
ら
の
暴
力
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て
学
習

で
き
る
教
材
を
作
成
し
た
。

ス
タ
ッ
フ
、
管
理
者
双
方
の

視
点
か
ら
、
基
本
的
な
考
え

方
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
１
コ
ン
テ
ン

ツ
は
約
20
分
で
、
適
切
な
対

応
策
を
組
織
的
に
講
じ
る
た

予防策予防策
トラブル対応トラブル対応

の

と

患者暴力患者暴力等等

め
に
、
研
修
や
個
人
学
習
等

で
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
総
論
７
コ
ン
テ
ン

ツ
、
各
論
５
コ
ン
テ
ン
ツ
が

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
今
回
の
応
召
義

務
の
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ

（https://www.youtube.

com/watch?v=iehHW8Qv

Aho

）
を
是
非
ご
参
照
い
た

だ
き
た
い
。 

（
つ
づ
く
）

１
）
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通

知　

医
政
発
１
２
２
５
第
４
号

　

令
和
元
年
12
月
25
日

　

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.

g
o
.
j
p
/
c
o
n
t
e
n
t
/

10800000/000581246.pdf

２
）
日
本
医
師
会
：
医
師
の
職

業
倫
理
指
針
﹇
第
３
版
﹈
２
．

医
師
と
患
者
（
８
）
応
召
義
務

　

Ｐ
13

　

https://www.med.or.jp/

dl-med/teireikaiken/

20161012_2.pdf

「
基
礎
」と「
臨
床
」が
つ
な
が
る
歯
周
解
剖

―
歯
周
病
専
門
医
が
語
る〝
目
か
ら
ウ
ロ
コ
〞の
ペ
リ
オ
＆
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
―

牧
草
一
人
（
京
田
辺
市
開
業
、
大
阪
歯
科
大
学
臨
床
講
師
）

２月度生涯
研修講座抄録

物価高騰支援事業のご案内

支援制度 対象 給付額 申請期間 制度の詳細

河内長野市
物価高騰等
対策事業者
支援金

2022年４～12月のいず
れか１カ月の売上が19
～21年の同月比10％減
の事業者

法人：20万円
個人：10万円

23年
３月15日まで

寝屋川市

小規模企業
者物価高騰
対策緊急支
援事業

22年１月～12月のいず
れかの月が、①19年～
21年の同月比20％以上
減少、または、②その月
を含む直近３カ月の平均
額と比較して20％以上
減少した事業者

小規模事業所：
10万円

23年
２月17日まで

高槻市
医療施設等
物価高騰対
策支援金

22年４月～９月までの
燃料費及び光熱費等が前
年度と比較して増加して
いること
※前年同期の実績がない
施設は想定より増加して
いる場合に対象

無床診療所：
10万円

22年
12月28日まで

四條畷市

医療・福祉
事業者物価
高騰対策支
援金

22年10月現在事業を実
施し、申請日において事
業を継続していること等

無床診療所：
30万円

23年
２月28日まで

柏原市
物価高騰対
策事業者支
援金

個人事業所は21年分の
確定申告、法人事業所は
直近の法人税確定申告に
記載されている水道光熱
費及び燃料費の合計額

合計額５～20万
円未満：１万円
合計額20～50万
円未満：２万円
※合計額50万以
上はQRコード参
照

23年
２月28日まで

　物価高騰で影響を受けた場合の大阪府内の市町村による支援制度を

以下の表にまとめた。各制度の詳細についてはＱＲコードを参照。

 2022年12月12日現在


